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2023 年度 第 2 回 10 月 

一橋大本番レベル模試 
日本史・採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下

線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項

に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字・略字を含む表記，②漢字で記すべき語句

のひらがな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，当該加点要素の配点から漢字1 文

字分につき原則として１点減点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞ

れを減点の対象とするのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点と

する。 

３．小問の番号の記入がなされていない場合，小問の番号の記入が欄外である場合は，その小問全体の得点から１点減点

とする。ただし，その小問全体の得点が０点である場合は減点しない。 

４．大問の制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

２. <    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」  
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Ⅰ 近世の大坂 
問１ 
◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 
◎織田信長 

a 石山戦争を展開した ………２点以内 

b 石山本願寺から顕如を退去させた ………３点以内 

◎豊臣秀吉 

c 石山本願寺の跡地に大坂城を築いた ………２点以内 

◎徳川家康 

d 関ヶ原の戦いののち豊臣秀吉の地位を継承する豊臣秀頼を脅威としていた ………３点以内 

e 大坂の役を戦った ………２点以内 

f 大坂城を攻め落として豊臣氏を滅ぼした ………２点以内 

問２ 
◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎一国一城令 

a <大名以外の>有力武士の城を壊させるものだった ………２点以内 

b <大名の>家臣の弱体化をもたらすものだった ………２点以内 

c <大名の家臣に>城下町への集住を徹底させることにつながった ………２点以内 

d 大名の権力の強化につながった ………２点以内 

問３ 
◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 
◎大名 

a 参勤交代を義務づけられた ………２点以内 

b 江戸で消費生活を送る必要があった ………１点以内 

◎大名の大坂での経済活動 

c 河村瑞賢による西廻り海運の整備を背景とした ………２点以内 

d 蔵屋敷を設けて行った ………２点以内 

e 蔵元・掛屋を通じて行った ………２点以内 

f 蔵物を販売して貨幣を獲得した ………２点以内 

問４ 
◆加点要素の合計７点→７点満点◆ 
◎「教育施設」 

a 懐徳堂 ………２点以内 

b 大坂の町人の出資で設立された郷校だった ………２点以内 

◎「教育施設」で学んだ「学者」 

c <『出定後語』を著した>富永仲基 ………１点以内 

d <『夢の代』を著した>山片蟠桃 ………１点以内 

e 儒教・仏教に疑問の目を向けた ………１点以内 

問５ 
◆加点要素の合計３点→３点満点◆ 
◎在郷商人  

a 大坂の株仲間による独占的な流通支配に反対した ………３点以内 

問６ 
◆加点要素の合計７点→７点満点◆ 
◎「内憂」として意識された事件 

a 甲斐の郡内騒動・三河の加茂一揆といった世直し一揆 ………３点以内 

◎「外患」として意識された事件 

b モリソン号事件 ………２点以内 

c 浦賀奉行所がアメリカ船を撃退した ………２点以内 
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Ⅱ 内務省の歴史 
問１ 
◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎「政変」 

a 明治六年の政変 ………３点以内 

b 岩倉使節団の副使だった大久保利通が内治優先論を展開した ………３点以内 

c 留守政府で征韓論を主張していた西郷隆盛が下野した ………３点以内 

問２  
◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 
◎版籍奉還で旧大名にとった措置 

a 年貢収入の10分の１にあたる家禄を与えた ………２点以内 

b 旧領の知藩事に任命した ………２点以内 

◎版籍奉還後 

c 各藩が徴税の権限を保持した ………２点以内 

d 各藩が軍事の権限を保持した ………２点以内 

◎廃藩置県で旧大名にとった措置 

e 知藩事を罷免して東京居住を命じた ………２点以内 

◎廃藩置県 

f 府知事を派遣した ………２点以内 

g 県令を派遣した ………２点以内 

問３  
◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎1881年まで財政を主導した人物と 1881年から財政を主導した人物 

a 官営事業を払い下げる方針は一致していた ………３点以内 

◎1881年まで財政を主導した人物 

b 大隈重信 ………２点以内 

c 工場払下げ概則を公布した ………１点以内 

◎1881年から財政を主導した人物 

d 松方正義 ………２点以内 

e 工場払下げ概則を撤廃した ………１点以内 

問４  
◆加点要素の合計１２点→１２点満点◆ 
◎1878年に定められた法の総称 

a <「複数の法」の総称である>地方三新法 ………１点以内 

◎1878年に定められた法 

b  府県会規則・地方税規則 ………２点以内 

◎1878年 

c 郡区町村編制法で画一的な大区・小区制が廃止された ………３点以内 

◎憲法発布前後に公布された法 

d 市制・町村制 ………２点以内 

e 府県制・郡制 ………２点以内 

f 政府の統制下におかれた地方自治制が確立した ………２点以内 

問５  
◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎大正末期に制定された法 

a 治安維持法 ………２点以内 

b 国体の変革を目的とする者を処罰の対象とした ………２点以内 

c 私有財産制度の否認を目的とする者を処罰の対象とした ………２点以内 
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Ⅲ 徳富蘇峰『終戦後日記』 

問１ 
◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎ペリー来航に関わる対応 

a 阿部正弘による ………２点以内 

b 朝廷に報告した ………２点以内 

c 大名の意見を聴取した ………２点以内 

d 朝廷の権威を高めることになった ………１点以内 

e 大名の発言力を強めることになった ………１点以内 

問２  

◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎高野房太郎が結成した組織 

a 労働組合期成会 ………３点以内 

b 鉄工組合や日本鉄道矯正会の結成に関係した ………２点以内 

c 第２次山県有朋内閣のもとで制定された法によって弾圧された ………２点以内 

d 治安警察法によって弾圧された ………２点以内 

問３ 

◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎「予（徳富蘇峰）」 

a <「転向」以前に>民友社を設立した ………１点以内 

b <「転向」以前に>『国民之友』を刊行した ………１点以内 

c <当初は>平民的欧化主義を唱えた ………２点以内 

d 日清戦争を機に国家主義へと転向した ………２点以内 

問４ 

◆加点要素の合計１０点→１０点満点◆ 
◎憲法について「米人が作って呉れた」と捉えられた理由 

a <ＧＨＱに>幣原喜重郎内閣の改正試案が拒否された ………２点以内 

b アメリカ主導のＧＨＱから示された改正草案が憲法の土台となった ………３点以内 

◎憲法 

c 日本国憲法 ………３点以内 

d 第１次吉田茂内閣のもとで公布された ………２点以内 

問５ 
◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 
◎「対英米戦争」 

a 太平洋戦争 ………２点以内 

b <イギリス領の>マレー半島への上陸を行った ………２点以内 

c ハワイの真珠湾への奇襲攻撃を行った ………２点以内 

d イギリス・アメリカへの攻撃ののちに宣戦布告を行った ………１点以内 

e 「大東亜共栄圏」の建設を掲げた ………２点以内 

f フィリピンを占領した ………２点以内 

※b・c・d の以前のこととした場合は非加点 

問６ 

◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎教育に関わる法 

a 義務教育を９年制とした教育基本法 ………３点以内 

b 六・三・三・四制を定めた学校教育法 ………３点以内 

 


